
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

担

当

課

（

室

）

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

目

次

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

名

称

等

の

公

表

〃

【

規

則

】

○

肥

料

の

品

質

の

確

保

等

に

関

す

る

法

律

施

行

細

農

産

課

○

資

金

管

理

団

体

の

届

出

事

項

の

異

動

〃

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

の

訂

正

〃

【

警

察

本

部

】

○

岡

山

県

流

域

下

水

道

事

業

財

務

規

則

の

一

部

を

都

市

計

画

課

改

正

す

る

規

則

○

国

家

公

安

委

員

会

の

所

管

す

る

法

令

に

基

づ

く

情

報

管

理

課

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

申

請

等

に

お

け

る

情

報

通

信

技

術

の

利

用

に

関

す

る

規

程

【

告

示

】

○

岡

山

県

屋

外

広

告

物

条

例

第

五

条

第

三

項

第

三

都

市

計

画

課

（

県

例

規

集

登

載

）

【

公

安

委

員

会

】

号

の

知

事

が

指

定

す

る

区

域

（

県

例

規

集

登

載

）

○

国

家

公

安

委

員

会

の

所

管

す

る

法

令

に

基

づ

く

情

報

管

理

課

○

表

示

を

要

す

る

普

通

肥

料

及

び

そ

の

表

示

事

項

農

産

課

申

請

等

に

お

け

る

情

報

通

信

技

術

の

利

用

に

関

す

の

廃

止

る

規

則

○

土

地

収

用

法

に

基

づ

く

事

業

の

認

定

監

理

課

（

県

例

規

集

登

載

）

【

公

告

】

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

令和５年２月２４日 第１２４７５号



◎
岡
山
県
規
則
第
三
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
岡
山
県
規
則
第
八
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和５年２月２４日　岡山県公報　第１２４７５号



◎
岡
山
県
規
則
第
四
号

岡
山
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
（
平
成
三
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
の
見
出
し
を
「

代
用
納
付
小
切
手
等
の
支
払
地
の
区
域

」
に
改
め
、
同
条
中
「
当

（

）

」

「

」

該
小
切
手
の
交
付
を
受
け
る
企
業
出
納
員
又
は
出
納
取
扱
金
融
機
関
の
所
在
す
る
市
町
村

を

全
国

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和５年２月２４日　岡山県公報　第１２４７５号



◎
岡
山
県
告
示
第
七
十
六
号

岡
山
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
五
条
第
三
項
第
三
号
の

区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
す
る
区
域

津
山
市
役
所

本
庁
舎

二

所
在
地

津
山
市
山
北
五
二
〇

三

指
定
年
月
日

令
和
五
年
一
月
十
八
日

令和５年２月２４日　岡山県公報　第１２４７５号



◎
岡
山
県
告
示
第
七
十
七
号

平
成
二
十
六
年
岡
山
県
告
示
第
八
十
四
号
（
表
示
を
要
す
る
普
通
肥
料
及
び
そ
の
表
示
事
項
）
は
、

廃
止
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

令和５年２月２４日　岡山県公報　第１２４７５号



◎
岡
山
県
告
示
第
七
十
八
号 

 

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
事
業
を
認
定
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

起
業
者
の
名
称 

津
山
市 

二 

事
業
の
種
類 

津
山
市
佐
良
山
公
民
館
移
転
新
築
事
業 

三 

起
業
地 

１ 

収
用
の
部
分 

岡
山
県
津
山
市
平
福
字
五
反
田
地
内 

２ 

使
用
の
部
分 

な
し 

四 

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由 

１ 

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

津
山
市
佐
良
山
公
民
館
移
転
新
築
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
三
条
第

二
十
二
号
に
掲
げ
る
「
社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）
に
よ
る
公
民
館
」
に

該
当
す
る
施
設
を
整
備
す
る
事
業
で
あ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判

断
さ
れ
る
。 

２ 

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
津
山
市
は
、
本
件
事
業
を
津
山
市
第
五
次
総
合
計
画
（
平
成
二
十

八
年
三
月
策
定
）
及
び
津
山
市
第
五
次
総
合
計
画
後
期
実
施
計
画
（
令
和
四
年
五
月
策
定
）
並
び

に
津
山
市
公
民
館
整
備
計
画
（
令
和
四
年
六
月
改
訂
）
に
位
置
付
け
て
お
り
、
本
件
事
業
に
要
す

る
経
費
に
つ
い
て
財
源
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
の
充
分
な

意
思
と
能
力
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と

判
断
さ
れ
る
。 

３ 

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

(1) 

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
津
山
市
佐
良
山
農
業
研

修
施
設
を
使
用
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
佐
良
山
公
民
館
は
、
老
朽
化
が
進
行
し
バ
リ
ア
フ
リ
ー

に
未
対
応
で
あ
る
こ
と
、
調
理
室
等
公
民
館
活
動
に
必
要
な
設
備
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
、
周

辺
道
路
や
敷
地
面
積
が
狭
小
で
災
害
時
の
指
定
避
難
所
機
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
な
い
こ
と
等

の
課
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
幹
線
道
路
に
面
し
交
通
利
便
性
が
高
く
、
過
去
に
浸
水
被
害
が
な

い
土
地
に
、
必
要
面
積
を
確
保
し
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
配
慮
し
た
平
家
建
て
の
施
設
を
整
備
す

る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
住
民
の
生
涯
学
習
や
地
域
活
動
の
促
進
、
利
用
者
の
安
全
性
の
向
上
及

び
災
害
対
応
の
円
滑
化
に
相
当
の
寄
与
が
見
込
ま
れ
る
。 

ま
た
、
本
件
事
業
の
計
画
に
お
い
て
は
、
「
公
民
館
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
（
平

成
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
十
二
号
）
、
津
山
市
公
民
館
整
備
方
針
（
平
成
二
十
五
年
四

月
策
定
）
及
び
地
域
住
民
の
要
望
を
踏
ま
え
、
①
平
成
十
年
台
風
第
十
号
に
伴
う
集
中
豪
雨
に

お
い
て
浸
水
被
害
が
な
く
、
浸
水
想
定
区
域
及
び
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
区
域
外
で
あ
る
こ
と
、

②
幹
線
道
路
に
面
し
、
佐
良
山
地
区
内
か
ら
の
交
通
利
便
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る

こ
と
、
③
公
民
館
施
設
及
び
駐
車
場
に
必
要
な
面
積
が
確
保
で
き
る
こ
と
、
④
周
辺
住
民
の
住

環
境
や
農
地
等
の
利
用
に
与
え
る
影
響
が
少
な
い
こ
と
、
⑤
敷
地
造
成
が
容
易
で
工
期
の
短
縮

が
図
ら
れ
、
早
期
に
公
民
館
を
供
用
で
き
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
複
数
の
候
補
地
に
つ
い
て

検
討
を
行
っ
た
結
果
、
最
適
と
な
る
案
を
採
用
し
て
い
る
。 

(2) 

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は
、
本
件
事
業
が
環
境
影
響
評
価
法

（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
等
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
の
対
象
事
業
と
な
っ
て
お
ら
ず
、

令和５年２月２４日　岡山県公報　第１２４７５号



保
護
の
た
め
特
別
の
処
置
を
講
ず
べ
き
動
植
物
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
、
本
件
事
業
地
内
の

土
地
に
お
け
る
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
よ
る
周
知
の
埋
蔵

文
化
財
包
蔵
地
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
軽
微
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

(3) 

(1)
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
利
益
と
(2)
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

４ 

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

本
件
事
業
に
つ
い
て
は
、
佐
良
山
地
区
内
の
交
通
利
便
性
の
高
い
土
地
に
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に

配
慮
し
た
平
家
建
て
の
公
民
館
施
設
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
地
域
住
民
か
ら
そ
の
早
期
完
成

を
強
く
要
望
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
早
急
に
施
行
さ
れ
る
べ
き
事
業
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

５ 

結
論 

１
か
ら
４
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と

判
断
さ
れ
る
。 

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の

で
あ
る
。 

五 

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所 

津
山
市
地
域
振
興
部
生
涯
学
習
課 
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〔
七
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
赤
浜
字
鶴
山
後
一
九
三
三
―
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
西
郡
九
七
八
ク
レ
ッ
シ
ェ
ン
ド
二
〇
一 

佐
藤 

義
伸 

佐
藤
絵
里
香 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
二
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
四
二
号 
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〔
七
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
井
手
字
西
延
五
〇
七
―
五 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
地
頭
片
山
七
〇
―
二
ポ
ム
・
ダ
ム
ー
ル
Ｃ
二
〇
三
号 

近
藤 

俊
介 

近
藤
美
由
貴 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
一
月
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
〇
四
号 

令和５年２月２４日　岡山県公報　第１２４７５号



〔
七
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
井
手
字
西
延
四
九
二
―
二
、
四
九
二
―
六
、
四
九
二
―
七 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
北
区
庭
瀬
一
六
二
―
五
グ
ラ
ン
パ
レ
ス
Ｋ
二
〇
五 

片
山 

友
裕 

片
山
友
佳
子 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
六
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
四
八
号 

令和５年２月２４日　岡山県公報　第１２４７５号



〔
七
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
黒
尾
字
八
ノ
坪
二
五
六
―
七
、
二
五
六
―
八
、
二
五
七
―
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
北
区
庭
瀬
三
八
八
ア
ベ
ニ
ー
ル
一
〇
七
号
室 

神
野 

 

聡 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
六
七
号 

令和５年２月２４日　岡山県公報　第１２４７５号



〔
八
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
真
壁
字
硯
橋
一
九
二
―
二 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
連
島
町
連
島
三
六
―
一
三
イ
ー
リ
オ
一
〇
二 

入
澤 

嘉
人 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
七
二
号 

令和５年２月２４日　岡山県公報　第１２４７５号



〔
八
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
上
林
字
佳
美
林
六
二
―
一
一
、
六
二
―
一
二 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
西
岡
二
五
一
―
三
パ
ー
ク
タ
ウ
ン
駅
北
二
〇
二 

伊
藤 

翔
平 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
一
月
十
九
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
一
六
号 

令和５年２月２４日　岡山県公報　第１２４７５号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
Ｇ
Ｏ
ア
ク
シ
ョ
ン
協
議
会

佐
々
木

弓

子

佐
々
木

雄

司

赤
磐
市
桜
が
丘
西
一

一
九

八

令
和
五

・

一
・
一
七

－
－

大
月
せ
い
い
ち
後
援
会

大

月

晴

一

安

富

正

史

岡
山
市
北
区
西
山
内
五
七

〃

一
・
二
三

岡
本
貴
之
後
援
会

岡

崎

早

兵

岡

本

友

香

浅
口
郡
里
庄
町
新
庄
四
七
一

〃

一
・
一
三

か
さ
お
か
夢
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

坂

本

真

樹

坂

本

貴

之

笠
岡
市
大
冝
九
〇
一

一

〃

一
・
二
四

－

定
森
ひ
さ
よ
し
後
援
会

定

森

久

芳

定

森

岩

夫

勝
田
郡
奈
義
町
柿
七
七
〇

〃

一
・

六

す
い
ち
玲
子
後
援
会

須

一

滋

須

一

滋

〃

〃

豊
沢
三
〇
六

八

〃

一
・
一
六

－

竹
原
み
さ
こ
後
援
会

竹

原

美
佐
子

竹

原

美
佐
子

岡
山
市
北
区
南
方
三

七

二
六
南
方
パ
ー
ク
ホ
ー
ム
ズ
一
〇
一
号

〃

一
・

四

－
－

な
が
い
こ
う
す
け
後
援
会

安

藤

義

朗

安

藤

義

朗

〃

〃

庭
瀬
六
九
五

五

〃

一
・
一
八

－

日
本
の
未
来
地
図
制
作
委
員
会
＠
岡
山
県

山

本

満
理
子

石

田

麻

衣

〃

中
区
倉
益
四
一
二

一

〃

一
・

六

－

ひ
る
ま
ゆ
き
よ
後
援
会

宮

田

好

夫

野

崎

保

〃

北
区
辰
巳
二
二

一
〇
三
Ｔ
Ｃ
Ｋ
ビ
ル
一
Ｆ

〃

一
・
一
七

－

正
木
み
え
後
援
会

三

村

隆

康

正

木

陽

大

備
前
市
西
片
上
一
三
〇
三

〃

一
・
二
三

山
本
ま
り
子
後
援
会

山

本

満
理
子

山

本

明

美

岡
山
市
中
区
倉
益
四
〇
九

二

〃

一
・
一
七

－

令和５年２月２４日　岡山県公報　第１２４７５号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
岡
山
県
第
一
選

沢

一

郎

会
計
責
任
者
の
氏
名

村

上

純

一

坂

根

信

義

令
和
五

・

一
・
一
二

挙
区
支
部

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

沢
一
郎
後
援
会

信

原

好

貴

代
表
者
の
氏
名

信

原

好

貴

坂

根

信

義

令
和
五

・

一
・
一
二

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

村

上

純

一

藤

井

章

文

〃

〃

秋
久
け
ん
し
後
援
会

柿

本

健

治

代
表
者
の
氏
名

柿

本

健

治

秋

久

憲

司

〃

一
・
一
六

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

秋

久

真

寛

秋

久

憲

司

〃

〃

岡
村
咲
津
紀
後
援
会

岡

村

眞

悟

代
表
者
の
氏
名

岡

村

眞

悟

山

本

益

大

〃

一
・
一
五

小
原
な
お
み
後
援
会

森

一

馬

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
西
吉
田
六
三

一

津
山
市
西
吉
田
八

四
一

〃

一
・
二
〇

－
－

さ
い
と
う
啓
二
と
玉
野
市
の

大

塚

彌
太
郎

会
計
責
任
者
の
氏
名

齋

藤

克

己

大

野

正

令
和
四

・
一
二
・
二
五

向
上
を
目
指
す
会

柴
田
よ
し
ろ
う
後
援
会

柴

田

義

朗

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

玉
野
市
築
港
二

一

一
一
ダ
テ
ビ
ル
三
〇
三

玉
野
市
築
港
二

六

一

〃

一
二
・
二
九

－
－

－
－

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

朝
日
野

正

基

山

田

泰

〃

〃

清
水
か
お
る
後
援
会

清

水

薫

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
北
園
町
四
〇

一
五

津
山
市
大
田
八
一

一
一

二
階

令
和
五

・

一
・
一
三

－
－

谷
本
有
造
後
援
会

谷

本

有

造

代
表
者
の
氏
名

谷

本

有

造

響

尾

滋

〃

一
・
二
〇

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

谷

本

有

造

野

添

ゆ
か
り

〃

〃

に
し
ま
宣
人
後
援
会

中

山

潤

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
西
辛
川
四
二
二

一

岡
山
市
北
区
西
辛
川
六
四
〇

三

〃

一
・
一
一

－
－

花
房
ひ
さ
し
後
援
会

花

房

尚

会
計
責
任
者
の
氏
名

井

上

苗

正

中

尾

清

則

〃

一
・
一
三

ひ
る
ま
ゆ
き
よ
を
育
て
る
会

宮

田

好

夫

政
治
団
体
の
名
称

ひ
る
ま
ゆ
き
よ
を
育
て
る
会

ひ
る
ま
ゆ
き
よ
後
援
会

〃

一
・
二
三

森
山
幸
治
後
援
会

森

山

幸

治

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
表
町
一

九

五
八

岡
山
市
北
区
表
町
一

一
〇

五

二
Ｆ

〃

一
・
一
五

－
－

－
－

山
本
ま
り
子
後
援
会

山

本

満
理
子

〃

岡
山
市
中
区
倉
益
四
一
二

一

岡
山
市
中
区
倉
益
四
〇
九

二

平
成
一
八
・

一
・

一

－
－

〃

〃

代
表
者
の
氏
名

山

本

満
理
子

平

野

隆

茂

〃

〃

友

貴

ク

ラ

ブ

川

本

正

明

政
治
団
体
の
名
称

友

貴

ク

ラ

ブ

土
田
貴
行
後
援
会

令
和
五

・

一
・

四

令和５年２月２４日　岡山県公報　第１２４７５号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会 

委 
 

員 
 

長 
 

 

大 
 

 

林 
 

 

裕 
 

 

一 
 

 
 

一 

政
党
の
支
部 

 
 

政
治
団
体
の
名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

解
散
年
月
日 

二 

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
） 

 
 

政
治
団
体
の
名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

解
散
年
月
日 

 

自
由
民
主
党
柵
原
支
部 

浦 

上 

次 

雄 

令
和
四 

・
一
二
・
三
一 

青
江
茂
後
援
会 

有
吉
秀
樹
後
援
会 

髙
月
敏
文
後
援
会 

中
西
よ
し
は
る
の
活
動
を
支
え
る
会 

    

青 

江 
 

 

茂 

有 

吉 

秀 

樹 

髙 

月 

敏 

文 

川 

﨑 

青 

史 

 
 

 
 

 

令
和
五 

・ 

一
・
三
一 

令
和
四 

・
一
二
・
三
一 

〃 
 

 
 

〃 

令
和
五 

・ 

一
・
一
三 

  
 

 
 

 

令和５年２月２４日　岡山県公報　第１２４７５号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
九
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会 

委 
 

員 
 

長 
 

 

大 
 

 

林 
 

 

裕 
 

 

一 
 

 
 

 
 

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た 

 

公
職
の
種
類 

 
 
 

 
 

資
金
管
理
団
体
の
名
称 

 
 

 
 
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

指
定
年
月
日 

 
 

者
（
代
表
者
）
の
氏
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

大 

月 

晴 

一 
 
 

 
 

 
 

岡
山
市
議
会
議
員 

 
 

 

大
月
せ
い
い
ち
後
援
会 

 
 
 

 
 

岡
山
市
北
区
西
山
内
五
七 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
五 

・ 

一
・
二
二 
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

資
金
管
理
団
体
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

柴

田

義

朗

柴
田
よ
し
ろ
う
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

玉
野
市
築
港
二

一

一
一
ダ
テ
ビ
ル
三
〇
三

玉
野
市
築
港
二

六

一

令
和
四

・
一
二
・
二
九

－
－

－
－

清

水

薫

清
水
か
お
る
後
援
会

〃

津
山
市
北
園
町
四
〇

一
五

津
山
市
大
田
八
一

一
一

二
階

令
和
五

・

一
・
一
三

－
－

森

山

幸

治

森
山
幸
治
後
援
会

〃

岡
山
市
北
区
表
町
一

九

五
八

岡
山
市
北
区
表
町
一

一
〇

五

二
Ｆ

〃

一
・
一
五

－
－

－
－
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
一
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
に
つ
い
て
、
国
民
民
主
党
岡
山
県
総
支
部
連
合
会
か
ら
訂
正
の
申
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
（
令
和
三
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
九
十
号
）
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。 

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会 

委 
 

員 
 

長 
 

 

大 
 

 

林 
 

 

裕 
 

 

一 
 

 
 

 

政
党
の
支
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

一
以
上
の
市
町
村
等 

 
 

政
治
団
体
の
名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

会
計
責
任
者
の
氏
名 

 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

の
区
域
を
単
位
と
し 

 

届
出
年
月
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

て
設
け
ら
れ
る
支
部 

 

      

国
民
民
主
党
岡
山
県
総
支
部
連
合
会 

 

      

川 

合 

孝 

典 

 

髙 

橋 
 

 

徹 

ラ
イ
ズ
ビ
ル
２
階 

岡
山
市
中
区
円
山
一
一
八
サ
ン

  
 

 
 

〇 

 

令
和
三 

・
一
一
・
三
〇 

令和５年２月２４日　岡山県公報　第１２４７５号



◎
岡
山
県
警
察
告
示
第
十
号

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
に
基
づ
く
申
請
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
利
用
に
関
す
る

規
程
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
警
察
本
部
長

檜

垣

重

臣

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
に
基
づ
く
申
請
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
利
用
に
関

す
る
規
程

（
趣
旨
）こ

の
規
程
は
、
国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
に
基
づ
く
申
請
等
に
お
け
る
情
報
通
信

第
一
条

技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
令
和
五
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う

）
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
安
委
員
会
等
に
係
る
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

。
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
申
請
等
の
対
象
）

規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
警
察
本
部
長
が
定
め
る
公
安
委
員
会
等
に
対
す
る
申
請
等
は
、

第
二
条

別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

（
技
術
的
基
準
）

規
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
技
術
的

第
三
条

基
準
は
、
公
安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正

常
に
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
と
す
る
。

（
作
成
日
時
の
記
録
）

公
安
委
員
会
等
は
、
規
則
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
者
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
等
に

第
四
条

記
載
さ
れ
又
は
記
載
す
べ
き
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む

）
に
よ

。

り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
入
力
し
、
又
は
送
信
し
よ
う
と
す
る
者
に
限
る

）
に
、
当

。

該
電
磁
的
記
録
に
当
該
電
磁
的
記
録
を
作
成
し
た
年
月
日
時
を
記
録
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

（
申
請
者
の
確
認
措
置
）

規
則
第
四
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条

一

別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
申
請
等
（
同
表
六
の
項
に

係
る
も
の
を
除
く

）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
不
特
定
の
者
に
よ
っ
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目

。

的
と
す
る
電
気
通
信
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号

に
規
定
す
る
電
気
通
信
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

）
の
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直

。

接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
の
送
信
を
除
く

）
の
用
に
供
さ
れ
る
電
気
通
信

。

（

「

」

。
）

設
備
の
う
ち
当
該
申
請
等
の
用
に
供
す
る
部
分

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

申
請
部
分

と
い
う

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で

あ
っ
て
、
申
請
等
を
行
う
者
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
を
い
う

）
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
、
有
効
期
間
を
定
め
て
割
り
当
て
ら
れ

。

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ワ
ン
タ
イ
ム
Ｕ
Ｒ
Ｌ
」
と
い
う

）
を
受
信
し
、
当
該
ワ
ン

。

タ
イ
ム
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
用
い
て
申
請
部
分
に
接
続
す
る
も
の

二

別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
申
請
等
を
行
う
場
合
に
お

い
て
、
あ
ら
か
じ
め
付
与
さ
れ
た
識
別
符
号
及
び
暗
証
符
号
を
用
い
て
申
請
部
分
に
接
続
す
る
も

の
（
署
名
等
に
代
わ
る
措
置
）

規
則
第
五
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
は
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
中
欄
に

第
六
条
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掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
申
請
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
氏
名

又
は
名
称
を
入
力
し
、
又
は
送
信
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
申
請
等
の
う
ち
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不

適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
の
措
置
）

規
則
第
六
条
の
場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
を
行
お
う
と
す
る
者

第
七
条

は
、
書
面
等
（
規
則
第
六
条
に
規
定
す
る
部
分
に
限
る

）
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
警
察

。

本
部
長
が
指
定
す
る
文
字
、
番
号
又
は
記
号
そ
の
他
の
符
号
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。（

第
二
条
、
第
五
条
、
第
六
条
関
係
）

別
表

法

令

規

定

申
請
等
の
内
容

一

道
路
交
通
法
（
昭
和

第
七
十
四
条
の
三
第
五
項

安
全
運
転
管
理
者
又
は
副
安

三
十
五
年
法
律
第
百
五

全
運
転
管
理
者
の
選
任
又
は

号
）

解
任
の
届
出

第
七
十
八
条
第
一
項

道
路
の
使
用
の
許
可
の
申
請

第
七
十
八
条
第
四
項

道
路
の
使
用
の
許
可
証
の
記

載
事
項
に
係
る
変
更
の
届
出

第
七
十
八
条
第
五
項

道
路
の
使
用
の
許
可
証
の
再

交
付
の
申
請

二

道
路
交
通
法
施
行
規

第
五
条
第
一
項

通
行
禁
止
道
路
の
通
行
の
許

則
（
昭
和
三
十
五
年
総

可
の
申
請

理
府
令
第
六
十
号
）

第
八
条
第
一
項

設
備
外
積
載
、
荷
台
乗
車
又

は
制
限
外
積
載
の
許
可
の
申

請

第
八
条
の
五
第
一
項

制
限
外
牽
引
の
許
可
の
申
請

三

警
備
業
法
（
昭
和
四

第
九
条

警
備
業
務
実
施
の
届
出
（
岡

十
七
年
法
律
第
百
十
七

山
県
以
外
の
都
道
府
県
に
主

号
）

た
る
営
業
所
が
所
在
す
る
警

備
業
者
が
、
岡
山
県
内
で
警

備
業
務
（
内
閣
府
令
で
定
め

る
も
の
を
除
く

）
を
行
お

。

う
と
す
る
も
の
に
限
る

）
。

第
十
条
第
一
項

廃
止
の
届
出

第
十
六
条
第
二
項

服
装
の
届
出

令和５年２月２４日　岡山県公報　第１２４７５号



第
十
六
条
第
三
項

服
装
の
変
更
の
届
出

第
十
七
条
第
二
項

護
身
用
具
の
届
出
又
は
護
身

用
具
の
変
更
の
届
出

四

暴
力
団
員
に
よ
る
不

第
十
七
条
第
一
項

責
任
者
の
選
任
の
届
出

当
な
行
為
の
防
止
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
三
年
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
四
号
）

五

自
動
車
運
転
代
行
業

第
八
条
第
一
項

営
業
認
定
の
申
請
書
の
記
載

の
業
務
の
適
正
化
に
関

事
項
に
係
る
変
更
の
届
出

す
る
法
律
（
平
成
十
三

年
法
律
第
五
十
七
号
）

六

遺
失
物
法
施
行
規
則

第
二
十
六
条

施
設
占
有
者
に
よ
る
提
出
書

（
平
成
十
九
年
国
家
公

の
提
出

安
委
員
会
規
則
第
六

号
）

第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
施

三
項
（
第
一
号
イ
及
び
第
二

設
占
有
者
に
よ
る
申
請
書
及

号
イ
を
除
く

）

び
添
付
書
類
の
提
出

。

第
三
十
一
条
第
一
項

保
管
物
件
届
出
書
の
提
出

第
三
十
二
条

物
件
売
却
届
出
書
の
提
出

第
三
十
三
条
第
一
項

物
件
処
分
届
出
書
の
提
出

第
四
十
一
条

電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
の

提
出

七

重
要
施
設
の
周
辺
地

第
十
条
第
三
項

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
関

域
の
上
空
に
お
け
る
小

す
る
通
報

型
無
人
機
等
の
飛
行
の

禁
止
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
八
年
法
律

第
九
号
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
に
基
づ
く
申
請
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
利
用
に
関
す
る

規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
に
基
づ
く
申
請
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
利
用
に
関

す
る
規
則

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
に
基
づ
き
定
め
る
規
則
（
平
成
十
八
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
全
部

を
改
正
す
る
。

（
趣
旨
）こ

の
規
則
は
、
国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行

第
一
条

政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
。
以
下
「
情

報
通
信
技
術
活
用
規
則
」
と
い
う

）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
公
安
委
員
会
等
に
係
る
手
続
等

。

を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う

場
合
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）こ

の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

第
二
条

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

公
安
委
員
会
等

岡
山
県
公
安
委
員
会
、
岡
山
県
警
察
本
部
長
（
以
下
「
警
察
本
部
長
」
と
い

う

）
及
び
警
察
署
長
を
い
う
。

。

二

法
令

法
律
及
び
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
い
う
。

三

電
子
署
名

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。

四

電
子
証
明
書

電
子
署
名
を
行
う
者
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成
す
る

電
磁
的
記
録
を
い
う
。

五

申
請
等

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

百
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
三
条
第
八
号
に
規
定
す
る
申
請
等
を
い
う
。

。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
法
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ

る
。

（
対
象
と
な
る
申
請
等
）

情
報
通
信
技
術
活
用
規
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岡
山
県
公
安
委
員
会
が
定
め
る

第
三
条

、

、

。

手
続
等
の
う
ち

公
安
委
員
会
等
に
対
す
る
申
請
等
は

警
察
本
部
長
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
請
等
を

第
四
条

行
う
者
は
、
公
安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
申
請
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
で
あ
っ
て
警
察
本
部
長
が
別
に
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
を
電
気
通
信
回
線

、

。

で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

申
請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
請
等
を
行
う

者
は
、
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
項
そ
の
他
警
察
本
部
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
、
当
該
申
請
等
を
行
う
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
、
又
は
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
警
察
本
部
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
を
書
面
等

に
よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ
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れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
若
し
く
は
記
録
す
べ
き
事
項
を
、

併
せ
て
入
力
し
、
又
は
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
入
力
し
、
又
は
送
信
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報

に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
警
察
本
部
長
が
別
に
指
定

す
る
方
法
に
よ
り
当
該
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

一

商
業
登
記
法

昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号

第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項

こ

（

）

（

れ
ら
の
規
定
を
他
の
法
令
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
の
規
定
に
よ
る
請
求
に

。

よ
り
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書

二

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書

三

警
察
本
部
長
が
告
示
で
定
め
る
電
子
証
明
書
（
前
二
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く

）
。

四

前
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
公
安
委
員
会
等
が
指
定
す
る
電
子
証
明
書

５

法
令
の
規
定
に
よ
り
同
一
内
容
の
書
面
等
を
数
通
必
要
と
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
、
第
二
項
及

び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
数
通
の
書
面
等
の
う
ち
一
つ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
こ
れ
ら

に
記
載
す
べ
き
事
項
を
入
力
し
、
又
は
送
信
し
た
場
合
は
、
そ
の
他
の
同
一
内
容
の
書
面
等
に
記
載

、

。

さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
入
力
し

又
は
送
信
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す

（
署
名
等
に
代
わ
る
措
置
）

法
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
は
、
申
請
等
に
係
る

第
五
条

事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
前
条
第
四
項

に
定
め
る
電
子
証
明
書
に
限
る

）
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
す
る
措
置
と
す
る
。
た
だ
し
、
警
察
本

。

部
長
が
別
に
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
申
請
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く

不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
）

法
第
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
申
請
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に

第
六
条

よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場

合
と
す
る
。

一

申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
る
本
人
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
公
安
委
員
会
等
が

認
め
る
場
合

二

申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
公
安
委
員
会
等
が
認

め
る
場
合

三

前
二
号
に
掲
げ
る
ほ
か
、
申
請
等
の
全
部
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行

う
こ
と
が
不
可
能
又
は
申
請
等
に
係
る
利
便
性
を
著
し
く
損
な
う
場
合

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和５年２月２４日　岡山県公報　第１２４７５号




